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両冊

序

l
i
l
-
-
c
(
自
己
決
定
)
の
光
と
影

近
年
は
、
し
ば
し
ば
「
自
己
決
定
権
」
な
い
し
「
自
己
責
任
」
に
言
及
さ
れ
る
が
(
例
え
ば
、
金
融
取
引
、
成
年
後
見
立
法
、
そ
し

T
Eム

て
消
費
者
契
約
の
領
域
ま
で
も
そ
う
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
医
療
の
場
合
に
は

l
l
現
実
社
会
に
お
け
る
浸
透
度
は
別
と
し
て
|
|

(
1
)
 

最
も
早
く
か
ら
説
か
れ
て
い
る
)
、
そ
の
背
景
に
つ
き
必
ず
し
も
原
理
的
に
充
分
詰
め
ら
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
自
己
決
定

(
2
)
 

原
理
だ
け
で
は
対
処
で
き
な
い
の
も
現
代
社
会
の
現
実
で
は
な
か
ろ
う
か
(
「
自
己
決
定
」
の
タ

l
ム
を
ど
の
よ
う
に
使
う
か
に
も
よ
る
が
、

多
様
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
に
、
相
違
に
留
意
し
て
お
か
な
い
と
、
議
論
は
混
乱
す
る
で
あ
ろ
う
)
。

(3) 

や
や
挑
発
的
な
タ
イ
ト
ル
の
論
文
(
以
下
で
は
「
前
稿
」
と
す
る
)
に
よ
り
、
日
米
の
医
療
保

か
つ
て
私
は
、
(
法
学
界
に
お
い
て
は
)

障
制
度
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
相
違
や
近
年
の
米
国
に
お
け
る
自
己
決
定
モ
デ
ル
へ
の
反
省
の
動
き
に
も
鑑
み
る
と
、
自
己
決
定
の
コ
ロ

ラ
リ
l
た
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
(
以
下
で
は

i
c
と
す
る
)
法
理
の
「
直
輸
入
」
的
解
釈
に
は
再
検
討
の
必
要
性
が
あ
る
こ

と
を
説
い
た
。
前
稿
発
表
当
時
は
、
少
な
く
と
も
法
学
界
は

i
c
モ
デ
ル
に
凌
駕
さ
れ
て
い
る
観
が
あ
っ
た
が
、
近
年
は
様
相
は
変
化
し
て

る い
る
よ
う
で
も
あ
り
、
例
え
ば
、
医
師
・
患
者
関
係
に
つ
き
信
託
モ
デ
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
モ
デ
ル
も
有
力
に
説
か
れ
る
に
至
っ
て
い

(
4
)
 

(
樋
口
(
範
)
教
綬
)
。
他
方
医
学
界
に
お
い
て
は
、
か
ね
て
法
学
界
で
の
議
論
と
臨
床
現
場
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
意
識
さ
れ
て
お
り
(
前



(
5
)
 

稿
後
の
も
の
と
し
て
は
、
森
岡
教
授
や
星
野
(
こ
教
授
の
著
作
が
代
表
的
で
あ
る
て
さ
ら
に
近
時
は

i
c
を
正
面
か
ら
批
判
す
る
も
の

(
6
)
 

(
名
取
医
師
)
も
現
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
前
稿
を
承
け
て
I

C
な
い
し
自
己
決
定
モ
デ
ル
の
幾
つ
か
の
場
面
の
検
討
を
行
い
、
「
良
き
医
師
・
患
者
関
係
」
と
の
関
連

自己決定、インフォームド・コンセントと診療情報開ぷに関する--;祭

で
の
「
法
(
判
例
法
・
立
法
)
の
役
割
」
を
再
考
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
近
年
は
診
療
情
報
(
と
く
に
カ
ル
テ
)
の
開
示
の
問
題
に
議

論
が
集
中
し
て
い
る
観
が
あ
る
が
、
本
稿
の
構
成
と
し
て
は
、
そ
れ
に
立
ち
入
る
前
に
、
そ
の
原
理
的
基
盤
と
も
吾
一

定
モ
デ
ル
の
再
点
検
を
行
い
、
事
態
が
単
純
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
(
一

1
三
)
。
そ
の
上
で
前
記
情
報
開
示
の
議
論
を
検
討
し
て

(四)、

(五
)

0

最
後
に
医
療
過
誤
訴
訟
の
限
界
な
ど
も
述
べ
て
み
た
い

間

i
c
モ
デ
ル
の
意
義
・
功
績
と
し
て
は
、
医
師
か
ら
の
一
方
通
行
の

l
l
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
在
の

1

1
医
療
実
務
(
専
断

的
医
療
)
に
対
す
る
批
判
・
反
省
を
行
い
、
「
医
的
侵
襲
」
に
際
し
て
の
患
者
へ
の
情
報
提
供
を
踏
ま
え
た
同
人
の
承
諾
を
促
す
と
こ
ろ
に

あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
あ
ま
り
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
医
師
・
患
者
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
た
信
頼
関
係
作
り
の
方

(
7
)
 

向
で
の
努
力
は
、
鋭
意
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

(
平
成
九
(
一
九
九
七
)
年
改
正
の
医
療
法
一
条
の
四
第
二
項
は
、
も
っ
と
も
な
努
力

規
定
で
あ
る
)
。
そ
し
て
わ
が
国
で
は
、
今
尚
欧
米
諸
国
に
比
し
て
、
「
医
は
仁
術
」
的
、
「
由
ら
し
む
べ
し
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
」
的
な
|

ー
権
威
主
義
の
裏
返
し
の
よ
う
な
1

1

パ
タ

l
ナ
リ
ズ
ム
が
根
強
い
な
ら
ば
、
自
己
決
定

(
i
c
)
モ
デ
ル
に
よ
る
原
理
的
刷
新
、

ひ
し、

て
は
個
人
主
義
原
理
の
「
洗
礼
」
を
受
け
る
こ
と
の
意
義
は
、
強
調
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ω
し
か
し
他
面
で
、
こ
の
よ
う
な

i
c
に
は
「
負
の
側
面
」
も
あ
り
、
あ
ま
り
徹
底
さ
せ
る
と
お
か
し
な
こ
と
に
も
な
る
こ
と
に
は
注

意
が
必
要
で
あ
る
。

北j去50(6・3)1333 

例
え
ば
第
一
に
、
「
自
己
決
定
権
」
と
い
う
と
聞
こ
え
が
よ
い
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
治
療
手
段
や
そ
れ
に
よ
る
結
果
の
選
択

(
8
)
 

に
つ
い
て
自
己
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
患
者
へ
の
配
慮
(
パ
タ
l
ナ
リ
ズ
ム
)
か
ら
手
を
引
く
リ
i
ズ
ニ
ン
グ
で
あ
る
こ
と
に



説

思
い
を
致
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
で
医
療
判
断
に
つ
い
て
ま
で
患
者
に
委
ね
、
完
全
に
パ
タ

l
ナ
リ
ズ
ム
の
側
面
を
払
拭
す
る

こ
と
が
非
現
実
的
で
あ
る
こ
と
は
|
|
情
報
提
供
な
い
し
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
必
要
性
と
は
区
別
し
て
1

1

確
認
し
て
お
い
て
よ
い

~b. a岡

で
あ
ろ
う
。

北法50(6・4)1334

ま
た
第
二
に
、
増
加
す
る
説
明
義
務
違
反
の
責
任
追
及
か
ら
形
成
さ
れ
る
訴
訟
対
策
的
な
自
己
防
衛
的
・
保
身
医
療
的
行
為
規
範
(
「
所

定
の
承
諾
書
類
を
整
え
て
『
同
意
』
さ
え
得
れ
ば
、
事
足
り
る
」
式
の
行
動
様
式
)
が
生
み
出
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
単
に
事
態
が
「
患
者
の

自
己
責
任
」
に
転
稼
さ
れ
た
だ
け
の
観
が
あ
り
、
「
相
互
信
頼
関
係
に
基
づ
く
『
元
気
の
出
る
』
診
療
関
係
」
と
は
隔
た
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
抗
争
関
係
に
立
つ
医
師
・
患
者
間
で
形
成
さ
れ
た
「
判
例
法
理
」
及
び
そ
こ
か
ら
生
ず
る
行
為
規
範
と
、
友
好
的
な
相

互
信
頼
関
係
に
立
つ
医
師
・
患
者
の
行
動
と
の
関
連
如
何
と
い
う
理
論
的
問
題
が
前
面
に
出
て
、
こ
れ
は
、
「
元
気
の
出
る
診
療
関
係
」
に

と
っ
て
の
「
法
」
の
役
割
如
何
と
い
う
課
題
で
も
あ
る
。

さ
ら
に
第
三
に
、
医
療
全
体
か
ら
見
れ
ば
例
外
的
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
自
己
決
定
原
理
を
前
提
と
す
る
、
情
報
提
供
な
い
し
告
知
の
悪
影

響
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
①
末
期
医
療
〔
癌
告
知
〕
の
場
合
に
は
告
知
観
の
変

容
〔
自
己
決
定
モ
デ
ル
へ
の
シ
フ
ト
〕
が
見
逃
せ
な
い
が
、
事
態
は
な
お
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
評
価
〔
行
為
規
範
〕
は
分
れ
て
お
り

(
n
g
B虫
色
な
多
元
的
状
況
で
あ
り
て
こ
の
よ
う
な
場
合
に
「
告
知
さ
れ
な
い
利
益
、
知
り
た
く
な
い
利
益
」
を
一
概
に
排
す
る
こ
と
は

で
き
ず
、
そ
の
限
り
で
i
c
モ
デ
ル
を
徹
底
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
告
知
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
患
者
に
対
し
て
ど
の
程
度

(
9
)
 

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
す
る
義
務
を
負
う
か
が
判
例
上
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
、
注
意
義
務
の
内
容
と
し
て
、
ー
l
自
己
決
定
モ
デ

ル
に
比
し
て

l
l
パ
タ

i
ナ
リ
ズ
ム
モ
デ
ル
の
方
が
配
慮
の
程
度
が
広
が
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
②
精
神
病
医
療
の
場
合
に
も

同
様
に
「
告
知
の
仕
方
」
が
問
題
と
な
る
が
、
さ
ら
に
、
他
害
・
自
殺
に
対
す
る
保
安
的
視
点
〔
社
会
的
利
益
保
護
の
要
請
〕
が
あ
り
、
開

(

叩

)

)

放
的
医
療
と
の
関
連
で
、
微
妙
な
問
題
が
あ
る
。
③
ま
た
稀
に
し
か
生
じ
な
い
副
作
用
・
合
併
症
を
告
知
し
て
、
精
神
的
不
安
を
も
た
ら
す



こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
も
見
解
が
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
④
さ
ら
に
は
、
遺
伝
性
疾
患
(
例
え
ば
、

球
貧
血
症
、
フ
ェ
ニ
ル
ケ
ト
ン
尿
症
)
に
関
す
る
遺
伝
子
検
査
の
告
知
は
、
現
時
点
で
治
療
不
可
能
な
症
状
が
将
来
に
発
現
す
る
こ
と
を
知

(
日
)

ら
せ
る
べ
き
か
と
い
う
、
新
し
い
困
難
な
問
題
を
提
供
し
て
い
る
。

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
舞
踏
病
、
鎌
状
赤
血

自己決定、インフォームド・コンセントと診療情報開示に関する一考察

さ
ら
に
は
、
法
原
理
的
・
法
政
策
的
に
見
て
、
「
自
己
決
定
モ
デ
ル
」
な
い
し
「
合
意
・
契
約
的
医
療
モ
デ
ル
」
だ
け
で
は
、
事
態
を
解

決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
屡
々
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
節
を
分
け
て
、
次
に
論
ず
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(
l
)
一
一
百
う
ま
で
も
な
く
、
医
療
の
分
野
で
の
古
典
的
論
文
は
、
唄
孝
一
「
治
療
行
為
に
お
け
る
患
者
の
意
思
と
医
師
の
説
明

l
西
ド
イ
ツ
に
お
け

る
判
例
・
学
説

l
」
契
約
法
大
系
羽
補
巻
(
有
斐
閣
、
一
九
六
五
)
〔
タ
イ
ト
ル
を
微
変
更
し
て
、
同
・
医
事
法
学
へ
の
歩
み
(
岩
波
書
庖
、
一

九
七
O
)
に
所
収
〕
で
あ
る
。

最
近
の
文
脈
と
の
関
連
で
は
、
例
え
ば
、
星
野
英
一
「
民
法
典
の
一

0
0
年
と
現
下
の
立
法
問
題
(
中
)
」
法
教
一
一
一
一
号
(
一
九
九
八
)
四

一
l
四
二
頁
、
四
五
頁
(
成
年
後
見
立
法
と
の
関
連
で
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
に
は
「
保
護
か
ら
自
律
・
自
己
決
定
へ
」
の
重
点
の
移
動
が
あ
る
と

さ
れ
る
)
、
同
・
民
法
の
す
す
め
(
岩
波
新
書
)
(
岩
波
書
庖
、
一
九
九
八
)
七
|
一

O
頁
(
規
制
緩
和
の
「
外
圧
」
に
よ
る
経
済
構
造
の
変
化
、

高
齢
化
と
福
祉
切
り
詰
め
の
下
で
、
個
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
重
視
す
る
社
会
に
向
う
意
識
改
革
の
必
要
性
を
述
べ
る
)
(
も
っ
と
も
、
「
成

年
後
見
制
度
と
立
法
過
程
」
ジ
ユ
リ
一
一
七
二
号
(
二
0
0
0
)
三
四
頁
(
星
野
発
言
)
に
は
、
ト
l
ン
の
シ
フ
ト
も
感
じ
ら
れ
る
)
、
(
別

冊

N
B
L
五
一
号
)
債
権
法
改
正
の
課
題
と
方
向
(
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
九
八
)
二
頁
〔
能
見
普
久
執
筆
〕
(
規
制
緩
和
で
行
政
的
規
制
が

減
少
し
、
市
民
の
自
力
で
の
活
動
設
計
・
行
動
を
前
提
と
す
る
契
約
法
シ
ス
テ
ム
が
必
要
だ
と
す
る
)
(
同
旨
、
四
宮
和
夫
H
能
見
善
久
・
民
法

総
則
第
五
版
(
弘
文
堂
、
一
九
九
九
)
五
頁
〔
能
見
執
筆
部
分
〕
)
、
河
上
正
二
「
『
消
費
者
契
約
法
』
に
つ
い
て
」
法
教
一
一
一
一
一
号
(
一
九
九
九
)

六
五
|
六
七
頁
(
消
費
者
契
約
立
法
の
理
念
と
し
て
、
当
事
者
の
白
己
責
任
に
基
づ
く
行
動
の
た
め
の
公
正
な
ル
|
ル
に
基
づ
い
た
市
場
の
環

境
整
備
、
顧
客
の
実
質
的
選
択
権
や
自
己
決
定
権
の
回
復
の
た
め
の
支
援
、
高
齢
者
の
自
立
的
生
活
へ
の
支
援
な
ど
を
挙
げ
る
)
(
な
お
、
(
別

北法50(6・5)1335



説与P‘
d聞

冊
N
B
L
五
四
号
)
消
費
者
契
約
法
(
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
九
九
)
六
|
七
頁
〔
河
上
執
筆
〕
で
は
、
当
事
者
の
自
己
責
任
や
市
場
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
重
視
す
る
の
が
、
国
民
生
活
審
議
会
の
立
場
で
あ
る
が
、
消
費
者
契
約
法
に
は
経
済
的
弱
者
保
護
や
被
害
の
適
切
な
救
済
と
い
う
理

念
も
等
価
値
で
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
変
化
が
窺
え
る
。
同
じ
論
者
が
、
「
筆
者
[
河
上
教
授
]
は
、
や
は
り
自
由
な
自
己
決

定
(
自
律
性
)
と
い
う
個
人
の
人
格
に
根
ざ
し
た
価
値
を
中
心
に
据
え
て
社
会
を
眺
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
:
:
:
と
き
に
愚
か

し
く
一
見
不
合
理
と
み
え
る
個
人
個
人
の
意
図
や
意
思
決
定
さ
え
も
が
、
許
容
し
う
る
範
囲
で
で
き
る
だ
け
実
現
し
て
や
ろ
う
と
す
る
契
約
法

の
基
本
的
態
度
こ
そ
、
生
き
生
き
し
た
社
会
を
生
み
出
」
す
と
い
う
|
|
自
由
放
任
的
な
市
場
主
義
と
紙
一
重
の
l
|
社
会
観
を
述
べ
て
お
ら

れ
た
(
河
上
正
二
「
契
約
の
成
否
と
同
意
の
範
囲
に
つ
い
て
の
序
論
的
考
察
凶
」

N
B
L
四
七
O
号
(
一
九
九
二
四
九
頁
)
こ
と
と
対
比
せ

よ
)
。
さ
ら
に
原
理
的
検
討
を
試
み
る
、
潮
見
佳
男
「
不
当
条
項
の
内
容
規
制
|
|
総
則
」
前
掲
別
冊
N
B
L
五
四
号
(
一
九
九
九
)
一
三
一
t

貝、

一
三
四
二
一
一
五
頁
は
、
今
回
の
消
費
者
契
約
法
の
「
基
本
的
考
え
方
」
は
、
一
九
八
0
年
代
の
ポ
ス
ト
福
祉
国
家
の
市
場
機
能
活
性
化
・
自

発
性
尊
重
の
立
場
で
あ
り
[
こ
れ
は
、
新
保
守
主
義
と
読
み
換
え
て
よ
い
(
吉
田
)
]
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
働
か
せ
る
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
整
備

で
、
自
己
決
定
・
自
己
責
任
原
則
の
機
能
領
域
の
確
保
、
交
渉
力
格
差
是
正
・
自
己
決
定
権
支
援
目
的
で
の
国
家
的
介
入
レ
ベ
ル
に
止
め
た

「
不
当
性
」
判
断
が
、
同
法
の
モ
チ
ー
フ
だ
と
明
言
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
よ
う
(
な
お
、
同
教
授
が
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
福
祉
社
会
実
現
・

弱
者
保
護
を
目
差
さ
れ
る
こ
と
は
、
二
二
五
頁
参
照
)
。
さ
ら
に
、
吉
田
克
己
・
現
代
市
民
社
会
と
民
法
学
(
日
本
一
評
論
社
、
一
九
九
九
)
二
五

九
頁
以
下
で
も
、
基
本
視
角
と
も
言
え
る
「
自
己
決
定
権
」
の
分
析
が
あ
る
が
、
近
代
市
民
社
会
か
ら
現
代
市
民
社
会
へ
の
変
容
に
応
じ
て

「
自
己
決
定
権
」
の
意
味
内
容
の
変
化
も
認
め
ら
れ
て
(
二
六
二
二
六
三
頁
)
、
多
義
的
で
あ
り
(
関
係
形
成
的
自
己
決
定
権
ゃ
、
国
家
を
相

対
化
す
る
社
会
(
中
間
団
体
、
共
同
体
)
の
自
己
決
定
権
に
も
言
及
さ
れ
る
(
二
六
五
l
二
六
七
頁
)
)
、
各
種
自
己
決
定
権
相
互
の
緊
張
関
係

に
も
触
れ
ら
れ
る
か
ら
(
二
六
五
頁
、
二
六
九
!
二
七
O
頁
て
そ
う
単
純
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
多
く
の
も
の
が
盛
り
込
ま
れ
る

と
、
「
自
己
決
定
」
概
念
は
空
洞
化
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
同
教
授
が
描
写
す
る
錯
綜
す
る
現
代
社
会
の
状
況
は
、
ま
さ
に
そ
の
分
析

装
置
と
し
て
「
自
己
決
定
権
」
だ
け
で
は
足
り
な
い
こ
と
(
例
え
ば
、
権
力
分
析
の
必
要
性
)
を
示
し
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
2
)
し
ば
し
ば
、
「
真
の
自
己
決
定
の
確
保
の
た
め
」
あ
る
い
は
「
自
己
決
定
支
援
の
た
め
の
環
境
整
備
」
の
た
め
の
、
情
報
提
供
義
務
・
損
窓
口
賠

償
責
任
・
取
引
契
約
の
効
力
否
定
(
無
効
、
取
消
)
な
ど
と
い
う
使
わ
れ
方
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
に
は
、
「
自
己
決
定
」
は
理
念
化
さ
れ
、

現
実
と
は
霊
離
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
擬
制
的

(mnE芯
口
町
)
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
即
ち
、
現
実
に
は
、

関
係
当
事
者
の
真
に
熟
考
さ
れ
た
任
意
の
「
自
己
決
定
」
は
、
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
求
め
ら
れ
る
法
的
解
決
の
政
策
的
立
場
(
ス
タ
ン
ス
)
も

北法50(6・6)1336
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い
わ
ゆ
る
市
場
主
義
的
な
自
己
決
定
で
は
な
く
、
司
法
・
行
政
に
よ
る
取
引
へ
の
介
入
を
導
く
も
の
で
あ
る
。

(
3
)
吉
田
邦
彦
「
近
時
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
論
へ
の
一
疑
問
(
一
)
(
二
・
完
)
|
!
日
本
の
医
療
現
場
の
法
政
策
的
考
察
を
中
心

と
し
て
|
|
」
民
商
一
一

O
巻
二
号
、
三
号
(
一
九
九
四
)
0

(
4
)
樋
口
範
雄
「
患
者
の
自
己
決
定
権
」
岩
波
講
座
・
現
代
の
法
M
自
己
決
定
権
と
法
(
岩
波
書
庖
、
一
九
九
八
)
と
く
に
八
八
1

九
三
頁
参
照
。

信
託
モ
デ
ル
は
恩
恵
モ
デ
ル
と
契
約
モ
デ
ル
の
中
間
で
、
そ
の
関
係
の
特
色
と
し
て
、
医
師
患
者
間
の
依
存
関
係
・
患
者
の
一
定
の
選
択
の
自

由
・
信
認
忠
実
義
務
(
監
視
費
用
の
高
さ
に
鑑
み
た
、
委
託
者
〔
患
者
〕
保
護
の
た
め
の
救
済
手
段
と
し
て
の
忠
実
義
務
・
情
報
提
供
義
務
・

守
秘
義
務
・
不
当
利
得
返
還
)
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
、
わ
が
国
で
自
己
決
定
を
好
ま
な
い
患
者
が
多
け
れ
ば
、
信
託
モ
デ
ル
が
基
盤
と
な
り
う

る
と
さ
れ
て
い
る
(
九
三
頁
)
。
さ
ら
に
、
同
・
フ
ィ
デ
ユ
シ
ャ
リ
l
の
時
代
信
託
と
契
約
(
有
斐
問
、
一
九
九
九
)
九
頁
、
一
七
O
頁
以

下
も
参
照
。

(5)
森
岡
恭
彦
・
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト

(
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
)
(
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
四
)
二
二
頁
以
下
、
=
三
石
貝
以
下
、

星
野
一
正
・
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
l
日
本
に
馴
染
む
六
つ
の
提
言
(
丸
善
、
一
九
九
七
)
一
O
八
頁
以
下
。

(6)
名
取
春
彦
・
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
は
患
者
を
救
わ
な
い
(
洋
泉
社
、
一
九
九
八
)
。

(
7
)
そ
の
意
味
で
、
元
気
の
出
る
新
し
い
関
係
の
銭
(
か
す
が
い
)
と
し
て
の

i
c
そ
れ
自
体
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
厚
生
省
健
康
政
策
局
総
務

課
監
修
・
柳
田
邦
男
編
集
・
元
気
が
出
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
(
中
央
法
規
、
一
九
九
六
)
二
頁
以
下
参
照
)
に
は
、
問
題
の
な

い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

(
8
)
パ
タ

l
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
は
、
思
恵
的
な
意
味
で
の
権
威
主
義
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
捨
象

し
て
、
非
権
威
主
義
的
な
「
他
者
へ
の
配
慮
」
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
。

(9)
最
判
平
成
七
・
四
・
二
五
民
集
四
九
巻
四
号
一
一
六
三
頁
で
は
、
「
患
者
が
治
療
に
協
力
し
な
く
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う
相
応
の
配
慮
を
す
る

義
務
」
の
違
反
の
有
無
を
問
題
に
し
て
い
る
。

因
に
、
下
級
審
レ
ベ
ル
で
は
、
「
癌
告
知
」
を
巡
る
行
為
義
務
設
定
に
関
し
て
は
必
ず
し
も
統
一
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
っ
て
、
一
方
で
、

(
本
人
告
知
が
不
相
当
の
場
合
)
家
族
へ
の
告
知
検
討
義
務
慨
怠
、
告
知
義
務
違
反
か
ら
責
任
追
及
す
る
も
の
が
あ
り
(
東
京
地
判
平
成
六
・

三
・
=
δ
判
時
一
五
二
二
号
一

O
四
頁
、
仙
台
高
秋
田
支
判
平
成
一

0

・
三
・
九
判
時
一
六
七
九
四
万
四
O
頁
)
、
他
方
で
逆
に
、
不
相
当
な
告
知

に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
認
め
た
も
の
も
あ
る
(
大
阪
地
判
平
成
八
・
四
・
二
二
判
時
一
五
八
五
号
六
六
頁
)
。
こ
の
領
域
で
は
、
社
会
的
音
ω

識
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u
兄-三ロ

の
実
態
調
査
も
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
点
で
、
一
戸
真
子
「
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
患
者
の
自
己
決
定
に
つ
い
て
若
干
の
医
師
・

患
者
関
係
に
関
す
る
意
識
調
査
を
中
心
と
し
て
|
」
社
会
保
障
法
一
二
号
(
一
九
九
七
)
は
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
に
[
一
九

九
六
年
の
調
査
]
に
よ
れ
ば
、
「
知
ら
せ
て
欲
し
い
」
は
、
早
期
癌
で
は
八
割
だ
が
、
症
状
が
悪
化
す
る
ほ
ど
低
く
な
り
(
末
期
癌
で
は
、
七
割

弱
と
な
る
)
、
ま
た
「
知
ら
せ
て
欲
し
く
な
い
」
が
末
期
癌
で
は
一
割
弱
存
在
し
、
さ
ら
に
「
家
族
に
判
断
を
世
せ
る
」
と
す
る
の
は
意
外
に
少

な
く
一
割
程
度
で
あ
る
(
末
期
癌
の
場
合
)
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
(
一
二
一
一
一
一
一
一
一
一
頁
、
二
二
二
頁
)

0

(ω)
例
え
ば
、
前
田
雅
英
「
自
己
決
定
権
は
ど
こ
ま
で
患
者
を
守
れ
る
か
」
法
と
精
神
医
療
一

O
号
(
一
九
八
六
)
、
吉
田
邦
彦
・
医
療
過
誤
判
例

百
選
(
第
二
版
)
(
一
九
九
六
)
七
四
事
件
(
一
七
一
頁
以
下
)
参
照
。

(
日
)
検
査
を
受
け
た
か
ら
直
ち
に
告
知
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
の
判
断
は
難
し
い
が
、
遺
伝
子
問
題
研
究
会
「
遺
伝
子
問
題
に
つ

い
て
の
報
告
」
(
一
九
九
五
年
三
月
)
で
は
、
肯
定
説
が
採
ら
れ
て
い
る
(
ジ
ユ
リ
一

O
六
九
号
(
一
九
九
五
)
参
照
)
。

ぞ子'"
嗣岡

i
c
モ
デ
ル
の
射
程
|
|
法
原
理
的
考
察

自
己
決
定
モ
デ
ル

〔
個
人
意
思
・
同
意
(
合
意
)

の
モ
デ
ル
〕
が
重
要
な
基
準
に
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
否
定
し
な

噌

E
i

い
し
、
そ
れ
が
形
骸
化
し
そ
う
な
場
合
に
は
、
実
質
的
に
健
全
化
さ
せ
る
よ
う
な
社
会
的
保
護
も
必
要
で
あ
ろ
う
(
例
え
ば
、
臨
床
試
験
は
、

i
c
の
原
点
と
も
言
う
べ
き
場
面
で
あ
る
が
(
ナ
チ
の
人
体
実
験
へ
の
反
省
と
し
て
の
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
綱
領
(
一
九
四
七
年
)
や
ヘ
ル
シ

ン
キ
宣
言
(
一
九
六
四
年
)
を
想
起
さ
れ
た
い
)
、
医
療
サ
イ
ド
か
ら
の
安
易
な
誘
導
が
な
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
|
|
と
く
に
「
社
会
的
弱

者
会
吉
田
。
n
-
E
-
q
g
S
O
S
Z
O
)
」
は
そ
の
よ
う
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ
や
す
い
の
で

(
ア
メ
リ
カ
で
は
、

ア
ラ
パ
マ
州
タ
ス
キ
ギ
!
に
お
け
る

黒
人
へ
の
梅
毒
実
験
(
一
九
三
二
七
三
年
)
が
有
名
で
あ
る
)
|
|
i
冷
静
な
自
律
的
判
断
を
十
全
な
ら
し
め
る
よ
う
な
社
会
的
監
視
が

(ロ)

不
可
欠
で
あ
ろ
う
)
。

北法50(6・8)1338



自己決定、インフォームド・コンセントと I診療'1t'i WIJfJ/J~ に|対する-J)-tf

し
か
し
多
く
の
場
合
に
は
、

l
c
な
い
し
自
己
決
定
原
理
と
対
ず
し
相
到
す
る
価
値
が
あ
り
、
事
態
は
一
筋
縄
で
は
割
り
切
れ
ず
(
前
記

臨
床
試
験
で
あ
っ
て
も
、
「
治
療
的
実
験
」

(
Z
Z
5
3
5
Z
)
の
場
合
に
は
、
難
し
い
考
量
の
問
題
は
生
ず
る
)
、
そ
の
幾
っ
か
を
以
下
に
見

る
こ
と
と
す
る
。
例
え
ば
、

ω人
工
妊
娠
中
絶
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
胎
児
の
生
命
価
値
と
の
聞
の
深
刻
な
価
値
対
立
を
正

面
に
出
し
た

1

1
プ
ロ
・
チ
ヨ
イ
ス
と
プ
ロ
・
ラ
イ
フ
の
両
陣
営
に
分
れ
て
の

l
i
激
裂
な
対
立
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
だ
が
、

(
日
)

わ
が
国
で
は
母
体
保
護
法
一
四
条
一
項
一
号
の
ル

l
ス
な
運
用
で
対
処
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
見
、
自
己
決
定
原
理
に
支
配
さ
れ
て
い
る
如

く
だ
が
、
胎
児
の
保
護
感
覚
の
弱
さ
の
裏
返
し
で
も
あ
る
。
ま
た
、

ω
「
死
ぬ
権
利
」
の
場
面
で
も
、
自
己
決
定
モ
デ
ル
の
限
界
が
示
さ
れ

る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
高
齢
者
の
自
殺
常
助
に
つ
き
大
い
に
議
論
が
あ
る
が
(
ミ
シ
ガ
ン
州
の
キ
ボ
l
キ
ア
ン
医
師
の
事
例
)
、
わ
が
国
で
は

伝
統
的
に
「
自
殺
」
に
対
す
る
消
極
的
評
価
は
弱
い
。
こ
れ
に
関
連
す
る
こ
と
と
し
て
、
近
時
議
論
が
多
い
の
は
「
エ
ホ
バ
の
証
人
」
の
輸

(
Mけ
)

血
拒
否
問
題
で
あ
り
、
わ
が
法
学
界
で
は
、
信
者
の
「
自
己
決
定
」
ど
お
り
の
輸
血
拒
否
ひ
い
て
は
死
亡
の
事
態
を
迎
え
さ
せ
る
こ
と
に
好

意
的
な
見
解
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
で
は
、
種
々
の
リ
l
ズ
ニ
ン
グ
を
展
開
さ
せ
て

(
例
え
ば
、
信
者
に
判
断

能
力
が
な
い
と
し
た
り
、
信
者
が
妊
婦
の
場
合
に
胎
児
の
生
命
保
護
を
説
い
た
り
、
信
者
の
近
親
者
(
と
く
に
未
成
熟
子
)
の
利
益
を
問
題

に
し
た
り
す
る
)
、
輸
血
命
令
を
数
多
く
認
め
て
い
て
対
眠
的
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は

i
c
モ
デ
ル
が
(
少
な
く
と
も
法
学
界
で
は
)
凌
駕

し
て
い
る
如
く
だ
が
、
実
は
そ
れ
と
相
魁
す
る
生
命
保
護
の
価
値
の
軽
視
の
表
れ
と
も
見
う
る
。

間
別
の
様
相
で
、
「
ム
旦
恩
〔
自
己
決
定
の
合
致
〕
モ
デ
ル
」
の
限
界
が
示
さ
れ
る
例
と
し
て
、

ω人
工
生
殖
の
場
合
を
見
て
お
こ
う
。

例
え
ば
、
代
理
母
契
約
の
場
合
に
は
、
「
子
ど
も
を
持
ち
た
い
不
妊
カ
ッ
プ
ル
」
と
「
他
者
に
代
わ
っ
て
妊
娠
す
る
代
理
母
」
と
の
聞
の
自

己
決
定
的
合
意
が
あ
れ
ば
問
題
な
い
よ
う
だ
が
(
そ
う
主
張
す
る
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
も
い
る
)
、
事
柄
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。

第
一
に
、
経
済
的
・
階
級
的
格
差
・
不
平
等
(
ア
メ
リ
カ
で
は
さ
ら
に
こ
れ
に
、
人
種
問
題
が
深
く
関
わ
る
)
が
代
理
母
実
践
に
反
映
す
る

と
い
う
事
態
を
ど
う
考
え
る
の
か
。
第
二
に
、
貸
し
腹
的
代
理
母

(
m
Z
S
O
B
-
E司。
m
E
R
g
o
P
R
)
が
蹴
一
屈
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
わ
が

北法50(6・9)1339



説

国
で
は
従
来
か
ら
根
強
い
血
縁
主
義
・
遺
伝
的
紐
帯
重
視
(
例
え
ば
中
川
善
之
助
教
授
の
立
場
。
近
時
は
、
こ
れ
に
対
す
る
批
判
は
高
ま
り

(
日
)

つ
つ
あ
る
)
に
拍
車
が
か
け
ら
れ
、
差
別
問
題
を
も
助
長
し
か
ね
な
い
。
そ
れ
が
望
ま
し
い
親
子
関
係
か
ど
う
か
は
反
省
を
要
す
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
遺
伝
・
血
縁
よ
り
も
、
共
有
さ
れ
る
生
活
と
い
う
親
子
の
関
係
的
結
合
の
意
思
(
意
欲
)
及
び
そ
の
社
会
的
実
践
を
重
視
す
べ
き

で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
第
三
と
し
て
、
精
子
・
卵
子
あ
る
い
は
子
宮
を
「
商
品
化
」

(nossa-出

2
5ロ
)
し
て
、
市
場
取
引
の
対
象

と
し
て
譲
渡
性
を
認
め
る
こ
と
自
体
、
格
差
志
向
を
強
め
、
人
格
の
平
等
性
、
愛
の
無
条
件
性
・
無
償
性
、
非
金
銭
的
共
同
生
活
に
お
け
る

人
間
的
充
実

(
E
5
2
2
2
2
z
g
m
)
の
理
念
に
反
す
る
と
の
根
本
的
批
判
も
な
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
(
レ
イ
デ
イ
ン
教
授
(
ス
タ
ン
プ
ォ

l

(
凶
)

ド
大
学
)
)

北法50(6・10)1340

ーふ
日sB

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
、

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
・
自
己
決
定
モ
デ
ル
、
さ
ら
に
は
そ
の
コ
ロ
ラ
リ

l
た
る

i
cだ
け
で
は
カ

パ
ー
で
き
な
い
問
題
局
面
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
同
モ
デ
ル
の
射
程
の
限
界
を
示
し
て
い
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
要
請
が
排
斥
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
現
実
の
態
度
決
定
に
お
い
て
は
デ
リ
ケ
ー
ト
な
考
量
に
迫
ら
れ

(
げ
)

る
。
こ
の
よ
う
に
、
法
原
理
の
世
界
は
、
絶
え
ず
相
魁
・
桔
抗
し
あ
う
諸
原
理
の
渦
中
に
あ
る
。

ま
た
、
制
臓
器
移
植
に
つ
い
て
も
、
ド
ナ
l
と
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
の
「
自
由
意
思
」
の
合
致
が
あ
れ
ば
、

う
で
あ
る
が

(
i
c
モ
デ
ル
の
帰
結
で
あ
る
)
、
事
態
は
そ
う
単
純
で
は
な
く
、
詳
論
は
で
き
な
い
が
、
以
下
の
如
き
諸
問
題
が
控
え
て
い

一
見
異
論
の
な
い
医
療
実
践
の
よ

る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
で
は
そ
の
前
段
階
の
脳
死
問
題
に
つ
い
て
大
議
論
が
あ
る
た
め
に
、
ま
だ
臓
器
移
植
に
関
す
る
切
実
か
つ
深
刻
な

課
題
が
意
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
①
社
会
全
体
と
し
て
、
臓
器
の
供
給
不
足
と
な
る
こ
と
は
必
定
で
あ
り
、
限
ら
れ
た
臓
器
の

(
同
)

配
分
(
色

-og号
ロ
)
な
い
し
割
り
当
て

(
E
5
2ロ
加
)
を
ど
の
よ
う
に
行
う
か
と
い
う
難
聞
が
大
き
な
影
を
落
と
す
こ
と
に
な
り
、
②
そ
の

た
め
に
ボ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
だ
け
で
は
不
充
分
で
有
償
取
引
(
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
)
に
拠
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
米
国
で
は
多
く

の
議
論
が
あ
る
(
法
経
済
学
者
は
後
者
の
立
場
を
採
る
者
が
多
く
、
さ
ら
に
死
者
臓
器
を
対
象
と
す
る
先
物
取
引
の
利
用
と
い
う
見
解
ま
で

(
ゆ
)

あ
る
)
o

③
し
か
し
、
市
場
取
引
に
委
ね
る
と
川
で
述
べ
た
と
同
様
の
問
題
が
出
る
。
利
他
的
・
人
道
的
行
為
ば
か
り
と
は
限
ら
な
い
の
で
、



自己決定、インフォームド・コンセントと診療情線開ぶに IlkJ する-J5'~'f

「
他
人
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
人
の
生
を
長
ら
え
よ
う
と
す
る
」
こ
と
に
つ
き
ど
う
考
え
る
か
、
と
い
う
義
務
論
的
生
命
倫
理
に
対
峠
す
る
こ

(
初
)

と
が
余
儀
な
く
さ
れ
、
ま
た
、
経
済
的
・
人
種
的
・
性
的
な
抑
圧
的
構
造
が
関
わ
っ
て
き
て
、
今
日
で
は
「
第
三
世
界
」
を
も
巻
き
込
ん
だ

(
幻
)

様
相
に
な
っ
て
い
る
。
・
I

C
と
は
言
え
、
貧
困
ゆ
え
に
臓
器
提
供
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
例
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
り
、
か
か
る
権
力
的
側
面

を
考
慮
し
て
ど
の
よ
う
に
臓
器
提
供
者
の
利
益
を
配
慮
す
べ
く
市
場
規
制
し
て
い
く
か
は
難
し
い
課
題
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
・
l
c
モ
デ
ル
を

い
か
な
る
範
囲
で
ど
の
よ
う
に
運
用
し
て
い
く
か
は
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
別
の
局
面
を
見
ょ
う
。
付
美
容
整
形
手
術
(
豊
胸
術
、
隆
鼻
術
仕
一
寸
)
は
、
そ
の
者
修
性
、
必
要
性
・
緊
急
性
の
低
さ
ゆ
え
に
、
慎

重
な

i
c
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
極
の
問
題
と
し
て
「
性
転
換
手
術
」
が
耳
目
を
引
い
て
い
る
(
例
え
ば
、
近
時
の
埼
玉

医
科
大
の
ケ
l
ス
)
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
論
理
か
ら
は
画
期
的
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
が
、
「
自
己
の
望
む
生
物
的
性
の
外
見
、
中
性
化
し

た
身
体
」
を
得
さ
せ
て
も
、
性
同
一
性
障
害
は
解
消
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
(
性
転
換
手
術
の
有
効
性
・
適
切
性
)
、
ま
た
中
性
人
に
対
す
る

(
勾
)

社
会
的
差
別
の
問
題
を
ど
う
克
服
す
る
か
と
い
う
課
題
も
残
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)

ω
な
お
、
原
理
的
に
見
て
わ
が
国
の
特
徴
と
し
て
見
逃
せ
な
い
の
は
、
患
者
の
家
族
(
近
親
者
)
の
同
意
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
は
個
人
主
義
・
自
己
決
定
権
な
い
し
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
精
神
と
対
立
す
る
面
が
あ
る
。
他
者
の
意
思
に
よ
る
人
格
の
服
従
(
例
え
ば
、

親
の
意
思
に
よ
る
子
へ
の
輸
血
拒
否
の
場
合
な
ど
)
と
い
う
帰
結
を
も
粛
し
か
ね
ず
、
代
理
人
の
意
思
を
必
要
と
す
る
根
拠
や
本
人
の
判
断

能
力
の
評
価
な
ど
、
慎
重
に

i
i
そ
し
て
批
判
的
に
|
|
今
後
詰
め
ら
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
ロ
)
さ
し
あ
た
り
、
唄
孝
一
「
「
臨
床
研
究
』
に
対
す
る
医
事
法
学
的
接
近
」
年
報
医
事
法
学
日
(
一
九
九
八
)
四
回
l
四
五
頁
、
丸
山
英
二
「
臨

床
研
究
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
規
制
」
向
上
五
七
頁
、
さ
ら
に
、
砂
原
茂
一
・
臨
床
医
学
研
究
序
説
方
法
論
と
倫
理
(
医
学
書
院
、

一
九
八
八
)
参
照
。

北法50(6・11)1341 
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(
日
)
文
献
は
膨
大
だ
が
、
石
井
美
智
子
・
人
工
生
殖
の
法
律
学
|
生
殖
医
学
の
発
達
と
家
族
法
(
有
斐
閣
、
一
九
九
四
)
、
江
原
由
美
子
編
・
生
殖

技
術
と
ジ
エ
ン
ダ
i
(
勤
草
書
房
、
一
九
九
六
)
、
金
城
清
子
・
生
命
誕
生
を
め
ぐ
る
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
(
日
本
評
論
社
、
一
九
九
八
)
第
一

章
の
み
挙
げ
て
お
く
が
、
い
ず
れ
も
、
「
プ
ロ
・
チ
ヨ
イ
ス
」
的
論
調
が
強
い
。
も
っ
と
も
、
や
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
異
な
る
も
の
と
し
て
、
中
小
八
日

産
子
・
幻
世
紀
に
つ
な
ぐ
生
命
と
法
と
倫
理
|
l
生
命
の
始
期
を
め
ぐ
る
諸
問
題
(
有
斐
関
、
一
九
九
九
)
三
六
頁
で
は
、
胎
児
は
妊
婦
と
は

別
個
の
生
命
体
で
あ
り
、
そ
の
処
分
は
妊
婦
の
自
己
決
定
権
の
範
間
内
で
は
な
い
と
さ
れ
、
そ
の
上
で
、
胎
児
の
生
命
・
人
命
保
護
を
意
識
し

つ
つ
、
自
己
決
定
権
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
調
整
を
説
か
れ
て
い
る
(
九
七
!
一

0
0
頁
、
一
二
ハ
頁
)
。

な
お
、
不
妊
手
術
の
失
敗
に
よ
る
子
の
出
生
に
伴
う
扶
養
負
担
賠
償
の
可
否
[
い
わ
ゆ
る
言
。
占

E
E
5
の
問
題
]
に
つ
き
、
諸
外
国
(
ア

メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
)
で
は
多
く
の
議
論
が
あ
る
の
に
(
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
丸
山
英
二
「
不
妊
の
手
術
失
敗
に
よ
る
妊
娠
・
出
産
と

民
事
責
任
」
法
時
六
O
巻
四
号
(
一
九
八
八
)
、
服
部
篤
美
「
望
ま
な
い
妊
娠
・
健
常
児
出
産
事
件
に
み
る
損
害
賠
償
請
求
の
可
否
と
そ
の
範
囲
」

フ
ォ
ー
ラ
ム
医
事
法
学
(
尚
学
社
、
一
九
九
四
)
、
小
池
泰
「
不
妊
化
失
敗
と
医
師
の
責
任
(
こ
(
二
・
完

)
i
『
家
族
計
画

Es---g'

M
M
E
E
C
-
加
と
子
供
』
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
議
論
か
ら

i
」
民
商
一
一
二
巻
二
号
、
三
号
(
一
九
九
九
)
な
ど
参
照
)
、
わ
が
国
で
は
そ
れ
ほ
ど
顕

在
化
し
て
い
な
い
の
も
、
安
易
に
「
中
絶
」
が
な
さ
れ
る
と
い
う
背
景
の
相
違
が
あ
る
た
め
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

(
日
)
例
え
ば
、
東
京
高
判
平
成
一

O

二
・
九
判
時
二
ハ
二
九
号
三
四
頁
を
巡
る
議
論
を
参
照
。
「
エ
ホ
バ
の
証
人
」
問
題
に
つ
い
て
は
、
吉
田
邦

彦
「
信
仰
に
基
づ
く
輸
血
拒
否
と
医
療
」
新
・
裁
判
実
務
大
系
第
一
巻
医
療
過
誤
訴
訟
法
(
青
林
書
院
、
二
0
0
0
)

で
論
じ
た
の
で
、
詳
細

は
そ
れ
に
譲
る
。
こ
の
問
題
の
代
表
的
な
先
行
文
献
は
、
唄
孝
一
「
ア
メ
リ
カ
判
例
法
に
お
け
る
輸
血
拒
否

|
1
『
死
ぬ
権
利
』
論
の
検
討
過

程
に
お
け
る
一
つ
の
デ
ッ
サ
ン
|
|
」
都
立
大
法
学
雑
誌
一
八
巻
一
H

二
合
併
号
(
一
九
七
八
)
〔
一
部
加
筆
し
て
、
同
・
生
命
維
持
治
療
の
法

理
と
倫
理
(
有
斐
閥
、
一
九
九
O
)

に
所
収
〕
で
あ
る
が
、
力
点
の
置
き
方
が
私
見
と
は
や
や
異
な
っ
て
い
る
。

(
日
)
例
え
ば
、
「
〔
嫡
出
〕
推
定
の
及
ば
な
い
子
」
の
基
準
に
関
し
て
、
中
川
善
之
助
・
新
訂
親
族
法
(
青
林
書
院
新
社
、
一
九
六
五
)
三
六
四
|

三
六
五
頁
(
「
夫
の
子
で
は
絶
対
に
あ
り
え
な
い
よ
う
な
場
合
」
に
、
民
法
七
七
二
条
は
適
用
さ
れ
な
い
と
し
て
、
人
工
授
精
子
に
つ
い
て
も
、

夫
の
子
で
な
い
こ
と
が
確
実
に
証
明
さ
れ
れ
ば
同
様
だ
と
さ
れ
る
)
、
高
野
竹
三
郎
「
嫡
出
性
の
否
認
」
家
族
法
大
系
W
親
子
(
有
斐
関
、
一
九

六
O
)
二
O
頁
。
近
時
の
松
倉
耕
作
・
血
統
訴
訟
論
(
一
粒
社
、
一
九
九
五
)
一
五
五
頁
以
下
、
一
六
七
頁
以
下
、
同
・
血
統
訴
訟
と
真
実
志

向
(
成
文
堂
、
一
九
九
七
)
八
三
頁
以
下
も
事
実
主
義
的
色
彩
が
強
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
親
子
関
係
に
お
け
る
「
事
実
主
義
」
「
血
縁
主
義
」

に
対
し
て
明
確
か
つ
全
面
的
に
批
判
さ
れ
た
の
は
山
白
田
正
男
博
士
で
あ
り
(
「
親
子
と
は
何
か
」
法
セ
ミ
三
二
八
号
(
一
九
八
二
て
さ
ら
に

論

~tìよ50(6 ・ 12)1342
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「
嫡
出
否
認
」
法
セ
ミ
三
一
一
一
O
号
(
一
九
八
二
)
も
参
照
)
、
私
も
そ
れ
に
倣
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
(
吉
田
邦
彦
・
後
掲
論
文

(
注
(
げ
)
)
(
後
編
)
一
一
一
五
頁
(
妊
娠
・
出
産
・
養
育
と
い
う
社
会
的
関
係
に
即
し
た
関
係
的
規
律
を
説
く
)
)
、
見
解
と
し
て
の
プ
ラ
イ
オ

リ
テ
ィ
は
同
博
士
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
類
似
の
注
目
す
べ
き
見
解
と
し
て
、
「
意
思
主
義
」
の
再
評
価
と
い
う
流
れ
も
あ

る
が
(
例
え
ば
、
鈴
木
禄
弥
「
実
親
子
関
係
の
存
否
に
つ
き
、
血
縁
と
い
う
要
素
は
絶
対
的
な
も
の
か
」
民
法
の
基
礎
知
識
川
(
有
斐
関
、
一

九
六
四
)
一
七
O
頁
以
下
、
同
・
親
族
法
講
義
(
創
文
社
、
一
九
八
八
)
一
一
一
一
一
一
頁
、
「
(
座
談
会
)
中
川
先
生
の
学
聞
を
め
ぐ
っ
て
」
法
セ
ミ

特
集
・
中
川
善
之
助
人
と
学
問
(
日
本
評
論
社
、
一
九
七
六
)
一
一
四
一
一
五
頁
(
星
野
英
一
発
言
)
な
ど
て
意
思
主
義
は
し
ば
し
ば
血

縁
・
遺
伝
重
視
の
考
え
方
と
も
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
最
近
の
水
野
紀
子
教
授
の
中
川
理
論
批
判

(
「
中
川
理
論
l
身
分
法
学
の
体
系
と
身
分
行
為
理
論
l
に
関
す
る
一
考
察
」
山
畠
他
古
稀
・
民
法
学
と
比
較
法
学
の
諸
相
田
(
信
山
社
、
一
九

九
八
)
な
ど
)
の
主
眼
も
「
事
実
主
義
」
(
及
び
常
識
論
重
視
)
の
批
判
に
あ
る
が
、
批
判
が
や
や
一
般
的
・
概
括
的
に
流
れ
る
印
象
を
受
け
る
。

「
事
実
主
義
」
「
実
質
主
義
」
と
言
っ
て
も
、
多
義
的
で
あ
り
、
川
血
縁
主
義
偏
重
、
川
身
分
行
為
の
追
認
・
転
換
あ
る
い
は
内
縁
準
婚
理
論
に

表
れ
る
共
同
生
活
の
事
実
の
重
視
、
叫
身
分
行
為
理
論
(
と
く
に
翻
意
の
場
合
)
に
お
け
る
実
質
説
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
の
届
出
を
巡
る

「
自
白
意
思
軽
視
」
(
届
出
効
力
要
件
説
に
お
け
る
形
式
意
思
軽
視
の
側
面
)
と
い
う
具
合
い
に
、
場
面
を
分
け
て
考
察
す
べ
き
で
あ
り
、
各
々

問
題
状
況
は
異
な
っ
て
お
り
、
私
と
し
て
も

ωω
に
つ
い
て
は
批
判
的
検
討
の
対
象
と
な
る
と
考
え
る
。
ま
た

ωの
批
判
は
、
身
分
関
係
形
成

に
お
け
る
自
由
意
思
要
素
(
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
)
を
ど
の
程
度
重
視
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
わ
り
、
別
の
要
請
(
価
値
)
と
の
相
刻
が
あ
り
、

そ
の
調
整
は
容
易
で
は
な
か
ろ
う
。

(
日
)
忍
〉
問
。
〉
同
開
叶

Z
E
r
o
-戸
内
。
Z
4
g↓開
unoyAZ。
。
ヨ
間
的
(
田
町
〈

E
C・戸
}
3
a
)
・

(
げ
)
詳
し
く
は
、
吉
田
邦
彦
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
『
所
有
権
法
の
理
論
』
と
代
理
母
問
題
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
学
・
批
判
的
人
権
理
論
・
プ

ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
法
学
に
関
す
る
研
究
ノ

l
ト

l
(前
編
)
(
後
編
こ
星
野
古
稀
・
日
本
民
法
学
の
形
成
と
課
題
下
巻
(
有
斐
問
、
一
九
九
六
)
、

山
畠
他
古
稀
・
民
法
学
と
比
較
法
学
の
諸
相
I
(
信
山
社
、
一
九
九
六
)
に
譲
る
。

(
凶
)
周
知
の
よ
う
に
、
夙
に
。
g
u
o
n〉
E
回
国
間
白
骨
苫
E
Z
w。回国【寸『喝、『問〉。問。【
UZO再
開
何
回
自
の
。
z戸
-nd
∞。内田
44
門リ。石田
OZ叶∞
-z
↓
E

〉
F
5
n己
-oz
。
明
、
『
問
。
聞
の
〉
「
「
吋
印
門
川
〉
同
白
河
間
出
。
白
河
内
問
的

(
Z
0
3
8
4
否
認
)
-
ゴ
ー
が
腎
臓
の
問
題
を
素
材
に
「
悲
劇
的
デ
ィ
レ
ン
マ
」
と
し
て
扱
う

と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
川
口

)
m
m
-
己
。
三
男
-
n
c
z
p
h
s
q
s
h宮
崎

HrM号
、
守
ミ

M
J
S屯
EM『
。
ミ
ぬ
ま
・
呂
町

S
5
2
ミ，

G
E
H毛
色
ミ
む
込
司
F

U

∞
。

g-tそ〉∞
Z-F-mm〈
]
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説

(】唱∞⑤
)
U
E
E々
出
血
口
朗
自

g
p
M
S二
川
町
言
。
さ
な
き
九
牛
肉
圭
2
3『
ミ
ロ
ヨ
ト
同
号
、
『
町
宮
、
き
=
。
、
h
b
z
p
E
』
Z
E
j
F
↓Z
旬。「・ゆ旬。「イ

hw
戸
ヨ
(
-
喧
∞
甲
)
・
こ
れ
に

対
し
て
、
臓
器
の
有
償
取
引
へ
の
批
判
的
論
文
と
し
て
は
、
回
目
タ
』
E
R
Z
〉
同
四

g
L
h
g
E
Q
応、。
aspu∞』
-
E。
〉
「
肘

U
2・出出(号∞∞)・

(
却
)
例
え
ば
唄
孝
一
「
脳
死
問
題
に
対
す
る
わ
が
法
学
者
の
対
応
さ
一
・
完
)
」
法
教
六
三
号
(
一
九
八
五
)
二
二
頁
注

(
2
)
で
引
用
さ
れ
る

「
比
較
法
学
会
」
(
そ
の
成
果
は
、
臓
器
移
植
の
比
較
法
的
研
究
・
比
較
法
研
究
四
六
号
(
一
九
八
四
)
で
あ
る
。
同
号
一
四
四
頁
(
唄
執
筆
)

も
参
昭
…
)
で
の
共
同
研
究
あ
い
さ
つ
は
、
こ
れ
を
意
識
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
閃

m
J
Q
E山
田

a
m
m
p
h
h刊
}
可

H
.
h
O
G
R
S同町
M1Ebb-
凶ミ
Y
E
S
L否
、

hbrw
叶甲南山

Z
E
ξ
J
E岡
田
ぺ
『
三
日
・
臼
町
立
-
M
凶・

3
申
?
と
咽
〉
∞
山
間
同
同
4
0可

Z
R
E宵
P

E
九九

b
b
s
b
s
h
H
E
G
A
Eミ言
h
q
s
h

、~bs『
』
門
町
民

3
3
F
H，Z
開

Z
凹
者

J
E宗

d
z
p〉
E
m
-メ
3
5・
〉
M
0
・

(
詑
)
例
え
ば
、
針
問
克
己
「
性
同
一
性
障
害
の
概
念
及
び
現
況
」
ケ
l
ス
研
究
二
五
四
号
(
一
九
九
八
)
、
猪
田
真
一
「
性
転
換
手
術
の
治
療
行
為

性
に
関
す
る
一
試
論
」
帝
京
法
学
二
O
巻
一

1
二
合
併
号
(
一
九
九
八
)
、
津
田
省
三
「
『
性
転
換
』
を
め
ぐ
る
若
干
の
法
的
課
題
(
上
)
(
下
)
」

判
時
一
六
九
二
号
、
一
六
九
三
号
(
二
0
0
0
)
。
さ
ら
に
、
坂
井
昭
宏
「
性
転
換
手
術
は
同
一
性
障
害
の
有
効
な
治
療
法
で
あ
り
う
る
の
か
」

ク
ウ
ォ
リ
テ
ィ
一
九
九
人
・
二
一
月
号
(
一
九
九
八
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
埼
玉
医
科
大
学
の
倫
理
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
手
に
な
る
も
の
と
し

て
、
山
内
俊
雄
・
性
転
換
手
術
は
許
さ
れ
る
の
か
|
[
性
同
一
性
障
害
と
性
の
あ
り
方
(
明
石
書
庖
、
一
九
九
九
)
が
あ
る
。
な
お
、
大
村
敦

志
「
性
転
換
・
同
性
愛
と
民
法
(
上
)
(
下
)
」
ジ
ユ
リ
一
O
八
O
、
一
O
八
一
号
(
一
九
九
五
)
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
民
事
諸
制
度
と
の
関

連
を
考
察
さ
れ
て
い
て
、
視
角
は
多
面
的
だ
が
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
香
り
も
濃
い
(
少
な
く
と
も
、
そ
こ
で
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る
玄
REm--o

。S
2教
授
(
パ
リ
大
学
)
の
場
合
)
。

(
お
)
例
え
ば
、
臓
器
移
植
関
連
の
諸
法
律
で
も
そ
れ
が
反
映
し
て
お
り
、
死
体
解
剖
保
存
法
七
条
、
角
膜
腎
臓
移
植
法
三
条
三
項
但
書
、
臓
器
移

植
法
六
条
な
ど
参
照
。

ヨ近〉、

両間

c 
モ
ア

Jレ
の
法
政
策
的
制
約

制
度
的

組
織
的
考
察

(1) 

判
例
法
上
の
医
療
従
事
者
の
行
為
義
務
の
高
ま
り
と
わ
が
国
の
多
忙
な
医
療
事
情
と
の
デ
ィ
レ
ン
マ
、
臨
床
現
場
の
悩
み
を
建
設
的

北法50(6・14)1344



(μ) 

に
受
け
止
め
、

i
c法
理
を
医
療
保
障
制
度
と
の
相
関
で
考
察
す
べ
き
こ
と
を
前
稿
で
は
強
調
し
た

(
も
と
よ
り
、
医
師
側
の
怠
慢
な
い
し

権
威
主
義
的
態
度
は
矯
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
上
で
の
話
で
あ
る
)
。
こ
こ
で
も
、
良
好
な
医
師
・
患
者
関
係
構
築
の
た
め
に
は
、

自己決定、インフォームド・コンセントと診療情報開示に関する一考察

医
療
過
誤
法
理
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
制
度
・
組
織
論
に
も
目
が
向
け
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
再
度
述
べ
て
お
き
た
い
。

留
意
す
べ
き
課
題
を
二
・
三
述
べ
る
な
ら
ば
、
ま
ず
第
一
に
、
確
か
に
十
分
な
情
報
提
供
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
原
理
的
に
是
と
さ

れ
た
と
し
て
も
、
|
|
そ
れ
に
か
か
る
時
間
的
・
取
引
的
コ
ス
ト
と
の
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
で

l
l
ど
の
程
度
現
状
の
医
療
制
度
に
組
み
込

め
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
例
外
的
事
態
、
例
え
ば
稀
に
し
か
生
じ
な
い
副
作
用
や
通
例
考
え
に
く
い
代
替
的
治
療
法
ま
で
逐
一
説
明

す
る
こ
と
は
、
ー

l
患
者
の
心
理
的
な
不
安
を
煽
る
と
い
う
問
題
を
別
に
し
て
も
|
|
そ
れ
に
伴
う
諸
コ
ス
ト
を
現
行
医
療
保
障
制
度
に

包
摂
す
る
こ
と
に
は
非
現
実
的
な
と
こ
ろ
も
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
説
明
義
務
の
周
縁
を
フ
ァ
ジ
ー
に
し
て
医
師
の
「
裁
量
」
に
委
ね
て
い

る
判
例
の
立
場
に
は
そ
れ
な
り
の
実
際
的
根
拠
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
診
療
報
酬
点
数
上
の
説
明
コ
ス
ト
へ
の
制
度
的
手
当
に
は
、
や

は
り
限
界
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
は
、
医
療
当
事
者
の
肌
理
細
か
な
医
療
、
信
頼
関
係
に
裏
づ
け
ら
れ
た
情
報
交
流
や

i
c
の
た
め
に
は
、
プ
ラ
イ
マ
リ
l
・
ケ
ア
を

(
お
)

重
視
し
た
「
掛
か
り
付
け
医
」
制
度
の
設
計
が
有
意
義
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
平
成
九
(
一
九
九
七
)
年
の
医
療
法
第
三
次
改

正
で
は
、
地
域
医
療
支
援
病
院
の
創
設
(
医
療
法
四
条
、

一
六
条
の
二
)

の
反
面
で
、
そ
こ
に
お
け
る
紹
介
率
を
八
O
パ
ー
セ
ン
ト
(
当
初

二
年
間
は
六
O
パ
ー
セ
ン
ト
)
と
し
て
、
特
定
機
能
病
院
(
同
法
四
条
の
二
)
[
こ
れ
は
、
平
成
田
(
一
九
九
二
)
年
の
医
療
法
第
二
次
改

正
に
よ
る
]
と
掛
か
り
付
け
医
(
開
業
医
)
と
の
二
極
化
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
主
に
医
療
費
抑
制
策
の
表
れ
な
の
で
あ
ろ
う
が
、

jヒi去50(6・15)1345

l
c
の
現
実
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
く
る
の
か
、
今
後
の
帰
趨
を
見
守
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
第
三
と
し
て
、
医
療
機
関
相
互
の
有
機
的
な
横
の
連
携
|
|
紹
介
・
転
医
・
転
院
、
さ
ら
に
近
時
注
目
さ
れ
て
い
る
セ
カ
ン
ド
・

(
お
)

オ
ピ
ニ
オ
ン
制
度

l
ー
は
も
っ
と
奨
揚
さ
れ
て
よ
い
が
、
こ
れ
は
診
療
報
酬
制
度
か
ら
生
ず
る
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ブ
と
相
魁
す
る
関



~5t 

係
に
立
ち
、
こ
の
デ
イ
レ
ン
マ
を
い
か
に
克
服
す
る
か
も
大
き
な
課
題
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
種
々
の
意
味
で
細
分
化
・
分
業
化
さ
れ
て
き

て
い
る
医
療
相
互
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
組
織
化
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
障
害
で
あ
る
が
、
医
事
法
学
の
側
か
ら
は
、
「
転
医
・
転
送
義
務
法

理
」
「
団
体
責
任
法
理
」
等
を
媒
介
に
、
今
後
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
責
任
が
追
及
さ
れ
、
そ
の
あ
り
方
が
間
わ
れ
る
形
で
議
論
を
深

(
幻
)

化
さ
せ
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

間
[
コ
ス
ト
抑
制
策
と
の
関
わ
り
]
と
こ
ろ
で
ア
メ
リ
カ
の
医
療
保
障
制
度
は
、
近
年
は
「
管
理
的
競
争
」
(
ヨ
包
白

m
a
g
g官
E
Cロ)

(
お
)

[

こ

れ

は

、

エ

ン

ト

l
ベ
ン
教
授
(
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
)
に
よ
り
提
唱
さ
れ
、
そ
の
後
の

北11;50(6・16)1346

論

一
九
八
O
年
頃
か
ら
、

医
療
組
織
変
革
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
]
及
び
そ
れ
を
承
け
た
近
年
の
幾
度
の
大
手
H
M
O
(
健
康
維
持
機
構
)

の
再
編
を
通
じ
て
、
大
き
く
変
わ
っ
て
き
て
お
り
、
従
来
の
「
出
来
高
払
い
」
(
『
自
ら
。

?
8
2
8
)
制
度
に
比
し
て
、
コ
ス
ト
抑
制
の
観
点

か
ら
の
締
め
付
け
が
厳
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
い
か
な
る
医
療

0

フ
ラ
ン
を
選
択
す
る
か
、
ひ
い
て
は
ど
の
く
ら
い
の
保

険
料
(
宮
町
B
E
S
)
を
支
払
う
か
に
か
か
っ
て
き
て
お
り
、
最
近
で
は
、
そ
の
よ
う
な
制
度
選
択
ま
で
消
費
者
主
権
的
に
「
自
己
決
定
」
さ

せ
、
そ
の
た
め
の
医
療
資
源
制
約
の
情
報
に
つ
い
て
の

i
c
(
い
わ
ゆ
る
「
経
済
的
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
」

(
R
o
s
s
w
g診同

(
ぬ
)

B
E
8
5
8円
)
)
も
議
論
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

自
己
決
定
モ
デ
ル
で
一
貫
し
て
お
り
、
あ
っ
け
ら
か
ん
と
も
し
て
い
る
が
、
反
面
で
あ
る
種
殺
伐
と
し
て
い
る
。
原
理
的
に
見
て
私
な
ど

は
こ
う
し
た
事
態
に
拒
否
反
応
を
覚
え
る
の
は
、
消
費
者
の
コ
ス
ト
意
識
に
裏
付
け
ら
れ
た
医
療
の
商
品
化
ー
ー
そ
の
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
よ
る
格
差
化
ー
ー
が
な
さ
れ
、
医
療
の
割
り
当
て

(
E
-
2
5開
)
、
い
わ
ば
ト
リ
ア

l
ジ
ユ
[
元
来
は
、
負
傷
兵
士
の
選
別
の
意
味
]
が

赤
裸
々
に
開
示
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
は
他
面
で
、
医
療
保
障
上
の
平
等
理
念
と
相
容
れ
な
い
側
面
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
ア
メ
リ
カ
社
会
の
厳
然
た
る
現
実
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

医
療
費
予
算
抑
制
の
事
情
は
わ
が
国
と
て
変
わ
ら
な
い
。
日
本
で
は
、
基
本
的
に
平
等
的
・
包
括
的
医
療
保
障
の
シ
ス
テ
ム
が
採
ら
れ
て



い
る
た
め
に
、

か
か
る
事
情
は
顕
在
化
し
に
く
く
、

ま
た
、

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
式
に
厚
生
省
サ
イ
ド
で
政
策
決
定
(
単
価
設
定
、

保
険
の
射
程

の
線
引
き
等
)
が
な
さ
れ
て
、
医
療
費
支
出
の
仕
方
は
医
療
提
供
者
サ
イ
ド
の

「
裁
量
」

に
委
ね
ら
れ
で
き
た
が
、

い
ろ
い
ろ
な
形
で
歪
み

.，;;-t"f 

る(も
:-30 か)生

じ
て
し、

る

今
後
さ
ら
に
コ
ス
ト
抑
制
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
強
ま
っ
て
く
る
と
、

医
療
保
険
に
関
す
る
情
報
開
示
の
要
請
も
高
ま
り
う

ア
メ
リ
カ
流
に
患
者
の
意
思
を
反
映
さ
せ
る
形
で
、

例
え
ば
、
高
額
医
療
を
受
け
る
か
否
か
に
つ
い
て
、

個
人
主
義
的
・
契
約
的
な

n しょ決定、インフォームド・コンセントと 1診療的線開ぷにl対する

制
度
設
計
を
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
、
尚
検
討
の
余
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

(μ)
吉
田
邦
彦
・
前
掲
(
注
(

3

)

)

(

二
・
完
)
民
商
一
一

O
巻
三
号
(
一
九
九
四
)
四
O
八
頁
以
下
、
と
く
に
四
一
三
頁
以
下
。

(
お
)
例
え
ば
、
星
野
一
正
・
医
療
の
倫
理
(
岩
波
新
書
)
(
岩
波
書
庖
、
一
九
九
こ
六
O
六
四
頁
参
照
。
こ
の
た
び
の
厚
生
省
検
討
会
報
告
書

で
も
推
奨
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
(
柳
田
邦
男
編
・
前
掲
書
(
注

(
7
)
)

一
四
頁
)
。

(
お
)
例
え
ば
、
名
取
・
前
掲
書
(
注
(

6

)

)

二
四
四
頁
以
下
。

(
幻
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
吉
田
邦
彦
「
『
麻
酔
事
故
と
医
療
水
準
論
』
に
関
す
る
一
考
察
(
下
ご
ジ
ユ
リ
一
一
O
六
号
(
一
九
九
七
)
九
六
頁
以
下
。

(
お
)
〉
E
z
n
E
4
Z
2
2・
Z
E「
4
2
P
E・
4
E
。
zミ
2
5
2
2「
∞

R
2
5
Z
4
0
4
Z開
印
O
〉
E
Z
0
2
2
2
玄

B
R
P
C
Z

(〉
E
2
2
1
t毛
色
々

Eσ
・【
U0・
咽
】
唱
∞
。
)
を
嘱
矢
と
し
て
、
同
教
授
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
仏
0
・
4
z
g同〈〉
Z口市開〉
2
再
開
。
司
]ζ

〉
Z〉の問。

向
。
富
田
4
-
4
5
2
2
Z
E
E
z
n〉
問
問
ヨ
Z〉
Z白
203z'zo--田
E
E
F・円リ
C-L温∞
)@C0
・
豆
町
河
言
。
、
吐
き
弘
、
コ
き
門
主
2
3『
ミ
む
さ
同
町
札
〔
リ
ミ
喝
さ
足
立
主
唱

Z
E「
叶
ヱ
〉
唱
と
E
S
S
E宅
庁
R
E
T
E
l
な
ど
参
照
。

(
却
)
目
的
・
玄

3
0ユ白山
zrN-
、
吉
吾
、
3Hσ
き
え
門
リ
S
H
S
H
S
E
H町内、之内
E
2
町
内
〉
之
さ
も
さ
同
町
内
同
足
止
之
、
S
F
3
J
P
E
r
-
-
M
-
P
白押

ME4M甲小(-事凶)一

-Mm
雪
印

n
z
n
F
F
5
5
E
3
h
b
A『ミヨ町民

C
E
S
F
S
U
Jヘ〉
E
F・』

E

∞
3
・
同
二

3
・3
∞
(
-
遺
品
)
一
玄
白
-rZE=ι
回
起
き
ミ
ミ
尽
き
也
君
九
円

EH宮
室
内
九

円り
2
2
2
N
F
凶
-
。
〉
・
「

-mm〈
凶
ご
(
-
沼
山
斗
)
・

(
却
)
レ
セ
プ
ト
(
診
療
報
酬
請
求
明
細
書
)
の
開
示
に
関
し
て
は
、
情
報
開
示
条
例
と
の
関
連
で
、
非
公
開
決
定
を
し
た
兵
庫
県
の
行
政
処
分
を

取
り
消
す
判
決
が
出
て
(
大
阪
高
判
平
成
八
・
九
・
二
七
行
裁
例
集
四
七
巻
九
号
九
五
七
頁
)
、
そ
れ
が
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。
一
九
九
六
年

北法50(6・17)1347 



説

一
一
月
の
国
民
医
療
総
合
政
策
会
議
中
間
報
告
で
は
、
レ
セ
プ
ト
開
示
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
、

よ
り
レ
セ
プ
ト
開
示
の
旨
の
保
険
者
へ
の
指
導
が
な
さ
れ
た
。

一
九
九
七
年
六
月
厚
生
省
保
険
局
長
通
知
に

北法50(6・18)1348

ゴ♂，
U冊

四

カ
ル
テ
開
示
を
め
ぐ
る
諸
問
題

川
以
上
の
考
察
を
、
つ
け
て
、
昨
今
議
論
の
多
い
診
療
録
(
カ
ル
テ
)
開
示
に
関
連
し
て
若
干
気
の
つ
い
た
こ
と
を
述
べ
て
お
こ
う
。
前

述
し
た
如
く
、

i
cそ
れ
自
体
、
そ
の
要
請
の
強
弱
は
状
況
に
応
じ
て
異
な
り
、
ま
た
そ
の
対
抗
原
理
も
存
す
る
こ
と
が
む
し
ろ
通
例
で
あ
っ

て
、
中
々
「
自
己
決
定
」
原
理
だ
け
で
一
面
的
に
割
り
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
な
ら
ば
、
診
療

(
出
)

情
報
の
提
供
・
開
示
の
議
論
の
方
は
、
実
現
し
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

第
一
に
、
見
解
の
対
立
点
と
な
っ
て
い
る
「
法
制
化
」
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
や
や
医
師
会
側
の
過
剰
反
応
の
気
味
も
あ
り
、
も
し
厚
生

(
幻
)

省
検
討
会
報
告
書
と
同
趣
旨
(
同
一
内
容
)
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
医
師
会
で
作
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
あ
ま
り
大
差
は
な
く
、
「
内
部
規
律
」

(宝
S
R
O丘
町
ユ
ロ
明
)
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
と
考
え
る
。
逆
に
「
法
制
化
」
さ
れ
て
も
大
仰
に
考
え
る
必
要
は
な
く
、
こ
の
点
で
医
師
側

サ
イ
ド
に
は
、
法
制
化
さ
れ
る
と
、
診
療
当
事
者
の
対
立
的
・
抗
争
的
状
況
に
お
け
る
「
揚
げ
足
取
り
」
の
材
料
と
し
て
カ
ル
テ
が
使
わ
れ

る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
・
連
想
が
強
い
も
の
と
推
察
さ
れ
る
(
民
訴
法
上
の
、
証
拠
保
全
手
続
(
民
訴
二
三
四
条
)
、
文
書
提
出
命
令
(
民
訴

[
論
理
的
]
に
は
、
患
者
・
医
師
間

二
二

O
条
[
旧
三
一
二
条
]
、
二
二
三
条
)

の
延
長
線
上
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
)
。
し
か
し
、

ロ
ジ
カ
ル

の
良
好
な
信
頼
関
係
と
両
立
し
、
そ
れ
を
支
援
す
る
た
め
の
情
報
公
開
・
カ
ル
テ
開
示
|
|
そ
れ
を
下
支
え
し
、
法
と
医
療
倫
理
が
協
働

す
る
よ
う
な
「
法
制
化
」
|
|
と
言
う
こ
と
は
充
分
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
近
時
の
立
法
活
動
に
お
い
て
は
、
裁
判
規
範
の
提
供
と
い
う

(
お
)

よ
り
も
、
訴
訟
外
の
行
為
規
範
の
設
定
と
い
う
こ
と
に
フ
ォ
ー
カ
ス
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。



自己決定、インフォームド・コンセントと 1診療的主任問ぶに|対する -))-~1

(M) 

た
だ
、
実
際
に
提
示
さ
れ
た
医
師
会
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
読
む
と
、
厚
生
省
検
討
会
報
告
書
の
立
場
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
も
の
の
知
く
で

あ
る
。
例
え
ば
、
一
つ
に
は
、
カ
ル
テ
の
医
師
の
評
価
部
分
に
関
し
て
、
そ
こ
で
は
原
則
と
し
て
要
約
書
に
よ
る
代
替
を
考
え
る
よ
う
で
あ

る
(
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
[
三
l
一
一
一
]
)
(
こ
れ
に
対
し
、
検
討
会
報
告
書
で
は
、
環
境
整
備
ま
で
の
暫
定
的
な
次
善
策
の
よ
う
で
あ
り
、
最
終
的

に
は
カ
ル
テ
自
体
の
開
示
を
考
え
る
如
く
で
あ
る
)
。
ま
た
二
つ
め
と
し
て
、
開
示
の
拒
否
事
由
が
膨
ら
み

ま
た
開
示
申
請
手
続
に
一
定
の
要
件
が
求
め
ら
れ
て
い
る

(
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

ロ
一
一
l
八
]
)
、

(
書
面
申
請
、
申
請
人
の
証
明
が
要
求
さ
れ
て
い
る
)
(
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

四][一一一
i
五][一一一
l
七
]
)
の
も
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
二
に
、
危
慎
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
診
療
録
の
開
示
に
よ
り
、
カ
ル
テ
の
形
骸
化
・
杓
子
定
規
化
・
行
政
文
書
化
が
進
み
、
無
難
な
こ
と

(
お
)

の
み
が
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
や
は
り
、
多
様
で
個
性
溢
れ
る

1

1
そ
し
て
一
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
読
み

や
す
い

!
l
カ
ル
テ
の
記
載
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
お
)

山
第
三
一
と
し
て
、
診
療
情
報
開
示
を
巡
る
論
拠
を
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
れ
を
拒
む
決
定
的
な
理
由
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
他
方

で
積
極
論
の
論
拠
と
し
て
は
、
情
報
提
供
義
務
の
諸
規
定
(
民
法
六
四
五
条
、
医
療
法
一
条
の
四
第
二
項
て
さ
ら
に
は
情
報
の
共
有
に
よ

る
医
療
の
質
の
向
上
、
個
人
情
報
の
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
考
え
方
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

た
だ
、
従
来
の
議
論
で
は
あ
ま
り
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
し
て
、

ωカ
ル
テ
の
著
作
物
性
(
著
作
権
法
二
条
一
項
一
号
)
(
医
療
従
事

(
幻
)

者
の
見
識
、
洞
察
力
、
観
察
眼
の
表
わ
れ
と
し
て
、
そ
の
主
観
的
評
価
部
分
に
関
し
て
は
、
こ
の
点
が
問
題
に
な
る
)
、
及
び

ωそ
の
上
で

の
「
公
正
利
用
」
(
宣
司
己
目
立
法
理
に
よ
る
、
そ
の
私
的
使
用
目
的
の
複
製
(
同
法

=δ
条
参
照
。
な
お
ア
メ
リ
カ
著
作
権
法
一

O
七
条
に

は
、
フ
ェ
ア
・
ユ

l
ス
の
一
般
的
規
定
が
あ
る
)
の
可
否
、
さ
ら
に
は
刷
そ
の
際
の
対
価
の
有
無
如
何
、
と
い
う
形
で
議
論
が
積
み
上
げ
ら

(
お
)

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
情
報
に
関
す
る
知
的
所
有
権
の
思
想
の
弱
さ
が
反
映
し
て
い
る
と

北法50(6・19)1349

言
え
よ
う
か
。
も
っ
と
も
、
私
と
し
て
は
、
自
己
情
報
の
開
示
の
重
要
性
に
鑑
み
て
、
無
償
の
「
公
正
な
私
的
利
用
」
は
認
め
ら
れ
る
べ
き



E見

の
中
に
そ
の
こ
と
は
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

(
鈎
)

ま
た
こ
の
点
で
、
医
師
会
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
、
診
療
録
作
成
・
開
示
の
た
め
の
診
療
報
酬
の
検
討
を
促
し
て
い
る
が
、
今
後
は
診
療
録
管

(
羽
)

理
の
職
域
が
注
目
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
要
約
書
を
一
々
作
成
す
る
の
も
二
度
手
間
で
余
計
な
コ
ス
ト
を
か
け
る
こ
と
に
も
な

で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
準
委
任
契
約
(
検
査
、
診
療
、
診
断
)

北法50(6・20)1350

'=-b.‘ 
t捕習

ら
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
も
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
コ
ス
ト
を
払
っ
て
で
も
、
診
療
情
報
開
示
を
実
現
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い

q
J
 

示
の
範
囲
、
診
療
記
録
の
作
成
・
管
理
の
あ
り
方
と
い
う
具
体
的
問
題
の
詰
め
に
シ
フ
ト
し
て
い
る
と
言
え
る

の
か
ど
う
か
と
い
う
形
で
、
今
後
さ
ら
に
詰
め
た
議
論
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

[
よ
り
具
体
的
・
実
際
的
課
題
]
そ
し
て
現
下
の
課
題
は
、
診
療
情
報
開
示
の
可
否
一
般
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
開
示
方
法
、
開

ド
イ
ツ
な
ど
で
は
、
診
療

録
作
成
の
目
的
論
と
関
連
さ
せ
て
、
ま
た
記
載
内
容
を
主
観
・
客
観
と
区
別
し
た
上
で
、
「
診
断
」
や
「
疑
診
」
に
閲
覧
請
求
権
は
及
ぶ
か
、

(
H
U
)
 

な
ど
と
い
う
形
で
細
か
く
議
論
さ
れ
て
い
る
)
。
そ
し
て
各
論
的
な
こ
と
と
し
て
、

一
つ
に
は
、
癌
治
療
の
場
合
な
ど
に
も
し
不
告
知
の
対

応
を
す
る
と
き
、

カ
ル
テ
の
情
報
開
示
の
レ
ベ
ル
で
う
ま
く
例
外
的
措
置
が
と
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
二
つ
め
に
は
、
医
師

相
互
の
開
示
に
関
し
て
は
、
患
者
に
対
す
る
よ
り
も
経
や
か
に
考
え
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
も
関
心
が
持
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
一
二
つ
め
に
は
、
カ
ル
テ
そ
れ
自
体
が
開
示
さ
れ
る
場
合
に
は
、
従
来
よ
り
も
誤
診
(
な
い
し
誤
っ
た
疑
診
)
は
表
面
化
す
る

療
サ
イ
ド
に
お
い
て
、
カ
ル
テ
開
示
に
慎
重
論
が
線
強
い
実
際
上
の
根
拠
は
、
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
わ
れ
る
)
。
医
学
的

(
必
)

診
断
は
無
謬
で
は
な
い
こ
と
に
鑑
み
た
対
応
も
必
要
と
な
り
う
る
。
回
顧
的
(
『
2
5
6
2
2
n
)
な
「
訴
訟
」
的
な
過
失
や
因
果
関
係
の
評 医

価
と
当
該
診
療
時
点
で
の
事
前
的
(
可
吉
田
宮
町
室
内
)
な
「
医
療
判
断
」
と
で
は
違
い
も
あ
り
、
医
療
水
準
論
と
の
関
連
で
「
善
管
注
意
義
務
」

(

ね

)

(

川

帆

)

違
反
の
評
価
の
仕
方
と
し
て
、
ど
の
程
度
医
療
行
為
時
の
不
確
実
性
を
許
容
で
き
る
も
の
か
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
る
。
確
か

に
、
医
療
は
無
謬
と
考
え
る
の
も
現
実
離
れ
し
て
い
る
が
(
見
方
を
変
え
て
一
一
一
白
え
ば
、
こ
れ
ま
で
の
診
療
情
報
不
開
示
の
実
務
に
よ
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
「
神
話
」
が
作
ら
れ
て
き
た
と
い
う
側
面
も
あ
ろ
う
)
、
し
か
し
他
方
で
、
「
医
療
に
ミ
ス
は
っ
き
も
の
」
と
い
う
形
で
、
杜
撰
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な
医
療
行
為
や
そ
の
管
理
・
運
営
を
安
易
に
正
当
化
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
も
、
判
例
の
積
み
上
げ
や
各

種
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
設
計
に
よ
る
個
別
的
な
医
療
行
為
規
範
の
明
確
化
・
具
体
化
に
、
よ
り
一
層
の
努
力
を
重
ね
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
は

な
か
ろ
う
か
。

(
汎
)
森
島
昭
夫
他
「
(
座
談
会
)
『
カ
ル
テ
等
の
診
療
情
報
の
活
用
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
』
を
め
ぐ
っ
て
」
ジ
ユ
リ
一

一
一
頁
に
引
か
れ
る
意
見
(
森
島
発
言
)
と
は
逆
の
評
価
で
あ
る
。

(
ロ
)
平
成
一

O

(
一
九
九
八
)
年
六
月
一
八
日
に
発
表
さ
れ
た
、
「
カ
ル
テ
等
の
診
療
情
報
の
活
用
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
」
(
検
討
会
は
、

九
九
七
年
七
月
に
厚
生
省
健
康
政
策
局
長
下
に
設
置
さ
れ
た
)
で
あ
り
、
前
掲
ジ
ユ
リ
一
一
四
二
号
六
四
頁
以
下
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
例
え
ば
、
近
年
の
債
権
法
改
正
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
の
関
連
で
、
「
(
討
論
)
民
法
一

O
O
年
と
債
権
法
改
正
の
課
題
と
方
向
」
私
法
六
一
号

(
一
九
九
九
)
七
四
頁
(
能
見
発
言
)
(
行
動
指
針
・
行
為
規
範
と
な
る
民
法
典
を
考
え
て
お
り
、
裁
判
官
の
た
め
の
裁
判
規
範
と
は
ち
ょ
っ
と

違
う
と
さ
れ
る
)
、
消
費
者
契
約
立
法
と
の
関
連
で
は
、
山
下
友
信
「
消
費
者
契
約
立
法
の
特
質
と
機
能
」
ジ
ユ
リ
一
二
三
九
号
(
一
九
九
八
)

五
六
頁
(
予
防
的
規
制
の
新
た
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
り
、
自
主
的
行
動
基
準
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
な
る
と
す
る
)
な
ど
参
照
。

(
斜
)
平
成
一
一
(
一
九
九
九
)
年
二
月
一
一
六
日
公
表
の
日
本
医
師
会
診
療
情
報
提
供
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
検
討
委
員
会
最
終
報
告
「
診
療
情

報
の
適
切
な
提
供
を
実
践
す
る
た
め
の
指
針
に
つ
い
て
」

0

(
お
)
中
島
和
江
「
情
報
公
開
時
代
に
い
か
に
備
え
る
か
」
日
医
雑
誌
今
二
O
巻
二
号
(
一
九
九
八
)
二
七
五
頁
、
二
七
七
頁
で
は
、
ア
メ
リ
カ
で

は、

I

C
が
空
虚
な
儀
式
と
な
っ
て
お
り
、
カ
ル
テ
も
客
観
的
事
実
だ
け
が
淡
々
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
検
討
会
報
告
書
で
は
、
カ
ル
テ
開
示
の
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
、
①
コ
ス
ト
論
、
②
記
録
の
質
の
低
下
、
③
信
頼
関
係
を

損
な
う
、
④
治
療
効
果
を
妨
げ
る
、
@
患
者
の
シ
ョ
ッ
ク
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
消
極
論
に
は
決
定
打
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
(
前
掲
座
談
会

(
注
(
出
)
)
二
二
頁
[
樋
口
(
範
)
発
言
]

)

0

(
幻
)
奥
平
哲
彦
「
カ
ル
テ
の
開
示
に
つ
い
て
」
日
医
雑
誌
三
一
O
巻
二
号
(
一
九
九
八
)

過
程
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
類
似
の
権
利
が
認
め
ら
れ
て
よ
い
と
す
る
。

一
四
二
号
(
一
九
九
八
)

北法50(6'. 21) 1351 

二
六
三
頁
で
も
、
医
師
の
主
観
的
考
察
・
判
断
、
思
考



説
二子'b.
H間

(
お
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
吉
田
邦
彦
「
情
報
の
利
用
・
流
通
の
民
事
法
的
規
制
|
|
情
報
法
学
の
基
礎
理
論
序
説
」
ジ
ユ
リ
一
一
一
一
六
号
(
一
九

九
八
)
一
八
八
一
九
O
頁
参
照
。
な
お
こ
の
点
で
、
山
田
卓
生
「
ヘ
ル
ス
・
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
設
の
も
の
か
」
年
報
医
事
法
学
一
二

号
(
一
九
九
七
)
三
八
三
九
頁
で
、
情
報
作
成
者
の
権
利
を
論
じ
て
お
ら
れ
て
、
か
か
る
問
題
を
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(
ぬ
)
前
掲
最
終
報
告
書
(
注
(
氾
)
)
一
回
頁
(
指
針
{
三
|
六
]
関
係
)
。
こ
の
点
は
、
既
に
加
藤
良
夫
「
説
明
等
に
関
す
る
カ
ル
テ
記
載
上
の

問
題
点
」
医
事
法
学
叢
書
2
医
療
行
為
と
医
療
文
書
(
日
本
評
論
社
、
一
九
八
六
)
一
ム
ハ
六
二
ハ
七
頁
な
ど
で
も
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
奥
平
・
前
掲
箇
所
(
注
(
幻
)
)
で
も
、
カ
ル
テ
記
載
に
十
分
時
間
を
割
け
る
よ
う
に
費
用
の
手
当
て
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

多
少
の
診
療
報
酬
点
数
を
カ
ル
テ
作
成
に
付
し
て
も
、
「
時
間
が
限
ら
れ
る
」
現
実
を
あ
ま
り
大
き
く
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
刊
)
こ
れ
に
対
し
て
、
現
状
(
な
い
し
従
来
の
状
況
)
は
、
こ
の
よ
う
な
業
務
は
リ
ス
ト
ラ
の
対
象
と
な
り
か
ね
な
い
己
目
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
桜

井
勉
「
診
療
録
管
理
の
日
常
業
務
と
法
律
」
日
本
病
院
会
雑
誌
四
二
巻
六
号
(
一
九
九
五
)
九
一
一
一
一
頁
)
。

(
引
)
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
山
下
登
「
診
療
記
録
の
開
示
を
め
ぐ
る
若
干
の
論
点
に
つ
い
て
の
検
討

i
l
近
時
の
ド
イ
ツ
の
議
論
を
手
が
か
り
と
し

て
」
年
報
医
事
法
学
比
(
一
九
九
九
)
一
一
一
一
一
頁
、
三
二
一
頁
以
下
。
も
っ
と
も
、
山
下
助
教
授
自
身
は
、
全
面
開
示
を
原
則
と
す
る
ア
メ
リ
カ
的

ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
さ
れ
て
い
る
(
四
一
頁
参
照
)
。

(
位
)
こ
の
点
で
、
光
石
忠
敬
「
医
療
記
録
の
閲
覧
・
謄
写
請
求
の
現
状
お
よ
び
問
題
点
」
ジ
ユ
リ
一
一
四
二
号
(
一
九
九
八
)
四
八
頁
で
は
、
「
開

示
に
よ
る
損
害
」
に
つ
い
て
は
医
師
・
病
院
は
責
任
を
問
わ
れ
な
い
こ
と
の
法
制
化
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
な
お
、
協
立
総
合
病
院
・
ウ
ソ

の
な
い
医
療
(
風
媒
社
、
一
九
九
八
)
二
四
六
頁
で
も
、
医
療
ミ
ス
は
一

O
O
パ
ー
セ
ン
ト
な
く
せ
な
い
こ
と
を
事
実
と
し
て
認
め
た
上
で
の

問
題
解
決
の
必
要
性
を
説
く
。

(
幻
)
唄
孝
一
・
医
事
法
学
へ
の
歩
み
(
岩
波
書
庖
、
一
九
七
O
)
八一一一ー
i
八
四
頁
で
、
医
療
行
為
の
特
質
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
「
実
験
的
要
素
」

「
試
験
的
要
素
」
と
、
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い
る
。

(
叫
)
福
井
次
矢
「
臨
床
に
お
け
る
情
報
伝
達
の
質
と
価
値
」
日
医
雑
誌
一
二
O
巻
二
号
(
一
九
九
八
)
一
一
一
一
一
七
|
二
三
九
頁
で
は
、
ミ
ス
テ
イ
ク

の
開
示
は
臨
床
上
遭
遇
す
る
大
き
な
問
題
だ
と
し
て
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
検
討
し
、
積
極
的
開
示
論
が
強
く
な
り
つ
つ
あ
る
と

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
診
断
も
つ
か
な
い
不
確
実
な
時
点
で
の
診
療
の
難
し
さ
を
、
(
後
に
)
病
院
に
来
た
時
点
で
」
非
難
す
る
こ
と
、
結
果

論
か
ら
の
み
非
難
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
(
二
四
四
頁
)
。
ま
た
、
浅
井
登
美
彦
「
医
療
過
誤
訴
訟
に
お
け
る
診
療
録
の
意
義
」

現
代
裁
判
法
大
系
7
医
療
過
誤
(
新
日
本
法
規
、
一
九
九
八
)
六
六
頁
で
も
、
「
臨
床
医
学
は
常
に
未
来
予
測
の
上
に
成
り
立
ち
、
結
果
論
的
な

北法50(6・22)1352 



歴
史
的
立
場
か
ら
の
行
為
の
当
否
の
考
察
は
で
き
な
い
」
旨
、
強
調
さ
れ
て
い
る
o

五

最
後
に
|
|
医
擦
過
誤
訴
訟
の
意
義
再
考

自己決定、インフォームド・コンセントと診療情報開示に関する一考察

(
必
)

ω
医
療
過
誤
紛
争
に
お
い
て
は
、
カ
ル
テ
の
改
震
と
い
う
こ
と
が
少
な
く
な
い
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
今

後
普
及
す
る
で
あ
ろ
う
電
子
カ
ル
テ
に
お
い
て
は
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
の
反
面
で
、
訂
正
[
改
寵
と
読
み
替
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
(
吉
田
)
]

(
M
W
)
 

の
容
易
さ
、
し
か
も
「
訂
正
者
」
を
探
知
・
確
定
す
る
こ
と
の
難
し
さ
な
ど
の
問
題
点
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
カ
ル

テ
を
早
い
段
階
で
閲
覧
・
複
写
で
き
る
制
度
を
設
計
す
る
こ
と
は
、
爾
後
的
な
医
事
責
任
追
及
に
際
し
て
有
用
な
武
器
を
提
供
す
る
こ
と
と

な
ろ
う
し
、
前
述
し
た
と
お
り
、
実
は
そ
の
点
は
医
師
会
サ
イ
ド
が
カ
ル
テ
そ
の
も
の
の
開
示
に
消
極
的
な
姿
勢
を
と
る
本
音
の
理
由
な
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
他
方
で
、
良
き
医
師
・
患
者
関
係
の
形
成
や
良
質
な
医
療
提
供
シ
ス
テ
ム
の
設
計
に
お
い
て
、
医
療
過
誤
訴
訟

の
役
割
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
も
確
か
な
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
点
に
注
意
を
喚
起
し
て
終
わ
り
と
し
た
い
。

凶
す
な
わ
ち
第
一
に
、
前
述
の
如
く
、
カ
ル
テ
の
記
載
を
過
大
評
価
し
て
、
結
果
責
任
的
な
医
療
過
誤
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
は
無

理
が
あ
る
(
四
川
参
照
)
。
も
し
こ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
な
法
意
識
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
従
来
の
医
療
情
報
不
開
示
・

不
透
明
が
裏
面
と
し
て
膏
し
た
、
「
医
師
の
無
謬
性
」
へ
の
過
度
の
期
待
と
い
う
「
ツ
ケ
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
第
二
に
、
こ
う
し
た
責

ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
責
任
回
避
的
・
防
衛
H
保
身
的
な
診
療
情
報
の
開
示
へ
向
か
う
と
す
る
な
ら
ば
、
当
該
患
者
へ
の

任
追
及
を
恐
れ
て
、

豊
か
な
「
人
間
観
察
」
に
基
づ
く
記
述
は
失
わ
れ
、
必
ず
し
も
良
好
な
医
療
関
係
・
信
頼
関
係
を
醸
成
す
る
と
は
言
い
兼
ね
る
こ
と
と
な
ろ

う
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
で
も
不
開
示
に
比
べ
る
な
ら
ば
、
増
し
だ
[
半
歩
前
進
だ
]
と
い
う
見
方
も
で
き
よ
う
が
。
さ
ら
に
は
、
そ
こ
に
お

け
る
医
師
・
患
者
の
対
立
モ
デ
ル
、
患
者
の
強
く
賢
い
人
間
モ
デ
ル
が
、
医
療
現
実
に
沿
う
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
私
自
身
か
ね
て
問
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説

(
幻
)

題
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
第
三
に
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
医
療
過
誤
訴
訟
に
よ
る
「
も
ぐ
ら
た
た
き
」
的
(
悪
玉
追
及
的
)
「
懲
罰
ア
プ
ロ

l

自命

チ
」
(
ア
メ
リ
カ
で
は
、
「
悪
い
リ
ン
ゴ
」

(σ
邑
8
1
0
)
理
論
と
呼
ば
れ
る
)
が
、
呆
し
て
、
し
ば
し
ば
マ
ス
コ
ミ
を
賑
わ
す
医
療
ミ
ス
の

軽
減
と
い
う
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
観
点
か
ら
見
て
、
望
ま
し
い
制
度
な
の
か
ど
う
か
、
む
し
ろ
、
よ
り
広
い
視
野
か
ら
、
問
題
症

例
の
検
討
会
、
各
種
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
り
、
横
の
連
絡
の
緊
密
化
な
ど
と
い
う
、
医
療
提
供
シ
ス
テ
ム
の
「
改
善
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
方
が
、

(
必
)

将
来
的
に
見
て
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
指
摘
は
、
確
か
に
傾
聴
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
医
療
側
の
事
故
防
止
に
向
け
て
の
「
風
通
し
の
良
い
」
環
境
作
り
こ
そ
が
、
抜
本
的

対
策
と
な
る
と
一
吉
守
え
よ
う
が
、
医
療
過
誤
に
関
す
る
民
事
司
法
に
よ
る
明
確
な
医
師
の
行
為
規
範
作
り
、
及
び
事
故
防
止
を
目
指
す
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
作
り
は
、
そ
の
よ
う
な
医
療
提
供
シ
ス
テ
ム
、
制
度
の
改
革
の
一
翼
を

l
l
協
働
的
に
|
|
担
う
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
(
こ
の
よ
う
な
、
行
為
規
範
に
向
け
ら
れ
た
「
民
事
法
」
の
捉
え
方
が
近
時
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
注
(
お
)

参
照
)
。
し
か
し
そ
れ
と
と
も
に
、
昨
今
議
論
が
数
多
く
な
さ
れ
て
い
る
「
カ
ル
テ
開
示
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
い
か
な
る
目
的
の
た
め
の

も
の
な
の
か
、
そ
し
て
医
師
・
患
者
双
方
と
も
過
度
に
民
事
責
任
に
敏
感
に
な
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
良
好
な
医
療
関
係
と
の
懸
隔
を
生
む

ー
ー
そ
の
意
味
で
民
事
判
例
法
理
の
役
割
に
は
限
界
が
あ
る

i
ー
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
今
一
度
再
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(
日
)
例
え
ば
、
浅
井
・
前
掲
(
注
(
似
)
)
六
三
頁
参
照
。

(
判
)
鹿
内
清
一
二
「
診
療
録
の
法
的
意
義
」
日
本
病
院
会
雑
誌
四
二
巻
六
号
(
一
九
九
五
)
九
O
O
頁。

(
幻
)
吉
田
邦
彦
・
前
掲
(
注
(

3

)

)

(

二
・
完
)
民
商
一
一

O
巻
三
口
万
四
二
O
頁
以
下
参
照
。
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(
時
)
中
島
和
江
「
医
療
の
質
の
向
上
/
ヘ
ル
ス
ケ
ア
・
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
」
病
院
五
六
巻
六
号
(
一
九
九
七
)
五
五
九
i
五
六
三
頁
、

「
(
特
集
)
医
療
ミ
ス
は
減
ら
せ
る
」
日
経
メ
デ
ィ
カ
ル
一
九
九
九
年
六
月
号
七

O

l
七
五
頁
参
照
。
ま
た
、
吉
田
邦
彦
・
前
掲
(
注
(
幻
)
)

九
八
!
一

O
一
頁
で
指
摘
し
た
「
継
続
的
質
改
善

(nozug円5
5
5
ρ
E
z
q
E℃
8
5
2
2円
)
」
の
構
想
も
併
せ
て
見
ら
れ
た
い
。

自己決定、インフォームド・コンセントと診療情報開示に関する一考察

[
付
記
]
本
稿
は
、
第
二
五
回
日
本
医
学
会
総
会
(
一
九
九
九
年
四
月
二
日
開
催
)
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
め
ぐ
っ
て
」

(
座
長
森
岡
恭
彦
教
授
)
で
の
報
告
の
た
め
に
用
意
し
た
原
稿
全
文
に
必
要
最
小
限
の
注
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
は
時
間
的
制
約
も
あ
り
、
ま
た
会
報
の
紙

帽
の
制
限
も
厳
し
か
っ
た
た
め
、
部
分
的
に
し
か
発
表
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
形
で
公
表
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
論
説
に
し
て
は
口
詩
的
筆

致
に
な
っ
て
い
る
の
は
そ
れ
放
で
あ
る
。
貴
重
な
報
告
の
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
森
岡
先
生
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
本
稿
の
テ
l
マ
は
幾
つ
か
の
根
本
問
題
に

関
わ
り
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
ス
タ
ン
ス
が
関
わ
れ
る
難
問
で
あ
り
、
そ
の
本
格
的
な
検
討
は
他
日
を
期
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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